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令和７年６月 12 日 

午後４時 

令和７年度の結婚活動支援事業について 

 市は、下記のとおり結婚活動支援事業を実施しています。 

記 

１ 結婚新生活支援補助金 

 目的 地域における人口減少対策として、婚姻後の新生活における経済的負担の軽減

を図ること 

 対象者  

 次の①～③すべてを満たす夫婦が対象です 

① 令和７年１月１日から令和８年３月 31 日までに婚姻した 

② 婚姻日における年齢が夫婦ともに 39 歳以下である 

③ 夫婦の所得をあわせて 500 万円未満である 

 対象経費 住居費用、住宅リフォーム費用など 

 補助金 70 万円（夫婦ともに 29 歳以下の場合） 

30 万円（夫・妻のいずれかまたは両者が 30 歳～39 歳の場合） 

２ 出会い創出支援事業費補助金 

 目的 結婚を希望する独身男女の結婚を支援すること 

 対象者 

市内に主たる事務所を置く団体など 

 補助対象事業 

市内において行われる独身男女に出会いの場を提供するための交流会、イベントおよ

び結婚を推進するための講演会など 

 補助金 １事業あたり最大４万円（同一対象者への交付は年度内で最大 10 万円） 
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３ いきいき岩手結婚サポートセンター（ⅰ-サポ）・みやぎ結婚支援センター（みやマ

リ）の入会登録料の助成 

 目的 広域的な出会いの場を創出し、独身男女の結婚の支援をすること 

 対象者  市内に住所を有するⅰ-サポまたはみやマリの会員 

 内容  

名称 入会料 市の助成 提出書類 提出先 

ⅰ-サポ 10,000 円 10,000 円 同意書 ⅰ-サポ

みやマリ 11,000 円 5,000 円 

①申請書兼請求書 

②暴力団排除に関する誓約書 

③入会登録料領収書の写し 

市 

 その他 国の制度改正により、令和７年度からⅰ-サポの入会登録料を市が助成する

こととしたもの。 

４ その他 

 ・縁結び支援員による結婚相談会やイベントを随時行っています 

 ・補助金の利用については、事前に交流推進課まで相談してください 

 ・ⅰ-サポ職員による会員登録などができる「おでかけⅰ－サポ」を、月２回なのはなプ 

ラザで実施しています 

問い合わせ先  

〒021-8501 岩手県一関市竹山町７番２号 

まちづくり推進部交流推進課交流推進係 交流推進係長 上野 

電話:(0191)21‐8872（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

FAX：(0191)23‐4850 

メールアドレス：koryu@city.ichinoseki.iwate.jp



７ １ １ ８ ３ 31

７ ４ １ ８ ３ 31

受給条件などの詳細は、市ホームページでご確認ください。

令和７年度　一関市結婚新生活支援補助金

70万円
最大補助額

※岩手県独自上乗せ補助含む



結婚新生活支援補助金
手続きの流れ

一関市申請者

事前相談
（電話or来庁）

交付申請

R5.3.1～R6.3.31入籍の夫婦

・対象世帯の確認
・必要書類の説明

事前相談

申請書および必要書類の提出

審査

交付決定交付決定通知書
受領

購入費や家賃、リフォーム代金の支払い完了

請求書及び領収書の写しを提出

補助金の交付

補助金受け取り

補助金請求

Ｒ７.１.１～Ｒ８.３.31入籍の夫婦

申請期限　令和８年３月３１日まで
　　　　　※　申請をご希望の方は、お早めにお問合せ下さい。
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【Ｒ７】

【提出先・問合せ先】

  〒021-8501 一関市竹山町７-２
  一関市まちづくり推進部交流推進課 

  電話 ０１９１－２１－８８７２（直通）

【対象者】 

 一関市に住所を有する i－サポまたはみやマリの会員  

【手続き】 

名称 入会料 市の助成 提出書類 提出先 提出期限 

ⅰ-サポ 10,000 円 10,000 円 同意書 ⅰーサポ 入会時

みやマリ 11,000 円 5,000 円 

①申請書兼請求書 

②暴力団排除に関する誓約書 

③入会登録料領収書の写し 

市 
３か月 

以内 

※ 各センターとも入会要件や入会方法が異なります。 

※ 入会を希望する方は、ご自身でご確認をお願いします。

ｉ-サポ  みやマリ一関市ＨＰ  

ⅰ-サポ全額助成に
なりました 


